
提

出

者

高

井

美

穂

平
成
十
八
年
六
月
十
五
日
提
出

質

問

第

三

七

七

号

独
立
行
政
法
人
等
の
障
害
者
の
雇
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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独
立
行
政
法
人
等
の
障
害
者
の
雇
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

独
立
行
政
法
人
の
う
ち
、
政
府
が
定
め
た
「
障
害
者
雇
用
」
の
目
標
を
達
成
で
き
て
い
な
い
法
人
は
、
最
新
の
調
査
で
何

法
人
あ
り
、
全
独
立
行
政
法
人
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
の
か
。
ま
た
、
目
標
を
達
成
で
き
て
い
な
い
独
立
行
政
法
人
の

そ
れ
ぞ
れ
の
達
成
率
を
示
さ
れ
た
い
。
こ
の
件
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

二

各
都
道
府
県
庁
の
「
障
害
者
雇
用
」
目
標
達
成
率
に
つ
い
て
も
、
政
府
で
状
況
を
掌
握
し
て
い
れ
ば
個
々
に
示
さ
れ
た

い
。
も
し
、
掌
握
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
政
府
と
し
て
調
査
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。


